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▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 

 実施 平成14年10⽉18⽇ 

▲モバイルアクセスサービス契約約款（平成14年経企第938号） 

実施 平成14年10⽉18⽇ 

  

  

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 利用料 

  ２ 料金額 

   ２－５ 付加機能利用料 

    ２－５－１ カテゴリーＸ又はカテゴリーＦに係るもの 

２－５－１－１ モバイルアクセス契約者があらかじめ請求を行うことにより

提供するもの 

２－５－１－１－１〜２－５－１－１－２ （略） 

第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

 第１ 利用料 

  ２ 料金額 

   ２－５ 付加機能利用料 

    ２－５－１ カテゴリーＸ又はカテゴリーＦに係るもの 

２－５－１－１ モバイルアクセス契約者があらかじめ請求を行うことにより

提供するもの 

２－５－１－１－１〜２－５－１－１－２ （略） 

 

２－５－１－１－３ 通信制御機能 

 

２－５－１－１－３ 通信制御機能 

 区   分 単 位 料 金 額   区   分 単 位 料 金 額  

 （略） （略） （略）   （略） （略） （略）  

 備考   備考  

 １ 当社は、モバイルアクセス契約群識別番号ごとにこの機能を提供します。 

 ただし、アクセス方式混在機能又は国際ローミング機能を利用する場合は、

それぞれの通信方式ごとにこの機能を提供します。 

  １ 当社は、モバイルアクセス契約群識別番号ごとにこの機能を提供します。 

 この場合において、モバイルアクセス契約者が国際ローミング機能を利用す

るときは、モバイルアクセス契約者は、国際ローミング機能を利用する通信に

ついて国際ローミング機能を利用しない通信とは異なる設定を行うことがで

きます。 

 

 ２ 同一のモバイルアクセス契約群識別番号に属する契約者回線相互間の通信

を不可能とする機能の利用にあたっては、次の例外があります。 

  ２ 同一のモバイルアクセス契約群識別番号に属する契約者回線相互間の通信

を不可能とする機能の利用にあたっては、次の例外があります。 

 

 (1) アクセス方式混在機能を利用する場合、卸ＦＯＭＡサービスに係る契約

者回線と卸Ｘｉサービス及び卸５Ｇサービスに係る契約者回線との間の通

信を不可能とすることはできません。 

 ただし、国際ローミング機能を利用した通信については、卸ＦＯＭＡサー

ビスに係る契約者回線と卸Ｘｉサービスに係る契約者回線との間の通信を

不可能とします。 

    

 (2) 通常回線（スタンバイ回線以外の契約者回線をいいます。）とスタンバイ

回線（モバイルアクセス網に障害が発生する等の理由により、通信経路が通

    通常回線（スタンバイ回線以外の契約者回線をいいます。）とスタンバイ

回線（モバイルアクセス網に障害が発生する等の理由により、通信経路が通
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常と異なる経路に切り替わった契約者回線をいいます。）との間の通信を不

可能とすることはできません。 

常と異なる経路に切り替わった契約者回線をいいます。）との間の通信を不

可能とすることはできません。 

 ３ （略）   ３ （略）  

 

２－５－１－１－４ アクセス方式混在機能 

 

 区   分 単 位 料 金 額       

 １のモバイルアクセス契約群識別番号

において、３Ｇ（卸ＦＯＭＡサービスを

利用するものをいいます。）とＬＴＥ及

び５Ｇを混在可能とする機能 

１のモバイルアク

セス契約群識別番

号ごとに（⽉額） 

―       

 備考 当社は、モバイルアクセス契約者（カテゴリーＸに係る者に限ります。）に

限り、モバイルアクセス契約群識別番号ごとにこの機能を提供します。 

    

 

２－５－１－２ （略） 

 

２－５－１－２ （略） 

    ２－５－２〜２－５－３ （略）     ２－５－２〜２－５－３ （略） 

  

  

附 則（平成29年６⽉29⽇ＮＳオ第00210363号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

附 則（平成29年６⽉29⽇ＮＳオ第00210363号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているモバイルアクセスサー

ビスであって、種別がカテゴリーＣ若しくはカテゴリーＬに係るもの又は附帯サービス

（移動無線装置の提供に係るものに限ります。）に関する料金その他の提供条件について

は、なお従前のとおりとします。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているモバイルアクセスサー

ビスであって、種別がカテゴリーＬに係るもの（ＬＴＥに限ります。以下この附則におい

て同じとします。）に関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとしま

す。 

３ 前項の場合において、モバイルアクセス契約者は、次に掲げる契約内容の変更の請求

等に限り行うことができます。 

３ 前項の場合において、モバイルアクセス契約者は、次に掲げる契約内容の変更の請求

等に限り行うことができます。 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) モバイルアクセスサービスの種別の変更（カテゴリーＣ又はカテゴリーＬからカテ

ゴリーＸへの変更に限ります。この場合において、当社は変更後のコース区分の料金

を、その変更の承諾⽇を含む料金⽉の翌料金⽉から適用します。） 

(1) （略） 

(2) （略） 

(3) モバイルアクセスサービスの種別の変更（カテゴリーＬからカテゴリーＸへの変更

に限ります。この場合において、当社は変更後のコース区分の料金を、その変更の承諾

⽇を含む料金⽉の翌料金⽉から適用します。） 
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(4) 付加機能（通信制御機能又はアクセス方式混在機能に係るものに限ります。）に係

る利用の開始、変更又は廃止 

(4) 付加機能（通信制御機能に係るものに限ります。）に係る利用の開始、変更又は廃

止 

４ （略） 

５ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

  

  

附 則（令和２年２⽉21⽇ＮＳオ第00607161号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

附 則（令和２年２⽉21⽇ＮＳオ第00607161号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているモバイルアクセスサー

ビスのカテゴリーＸであって、株式会社ＮＴＴドコモの卸携帯電話サービス契約約款に

規定する卸ＦＯＭＡサービスに係るもの（以下この附則において「３Ｇ」といいます。）

に関する料金その他の提供条件については、なお従前のとおりとします。 

 （経過措置） 

２ 削除 

３ 前項の場合において、モバイルアクセス契約者は、３Ｇ以外のモバイルアクセスサー

ビスから３Ｇへの変更となる場合及びカテゴリーＸの標準プラン以外のモバイルアクセ

スサービスからカテゴリーＸの標準プランへの変更となる場合を除き、契約内容の変更

の請求等を行うことができます。 

３ 削除 

４ （略） 

５ （略） 

４ （略） 

５ （略） 

  

  

附 則（令和４年10⽉18⽇ ＣＮＳ１サ第00974227号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

附 則（令和４年10⽉18⽇ ＣＮＳ１サ第00974227号） 

 （実施期⽇） 

１ （略） 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供しているモバイルアクセ

スサービス（カテゴリーＸに係るものに限ります。）のアクセス方式は、それぞれ次表の

とおりとします。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施の際現に、当社が改正前の規定により提供しているモバイルアクセ

スサービス（カテゴリーＸに係るものに限ります。）のアクセス方式は、それぞれ次表の

とおりとします。 

 区    分 アクセス方式   区    分 アクセス方式  

 卸ＦＯＭＡサービスを利用するもの ３Ｇ      

 卸Ｘｉサービスを利用するもの ＬＴＥ   卸Ｘｉサービスを利用するもの ＬＴＥ  
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 附 則（令和８年２⽉19⽇ ＣＮＳ１サ第000400015291-01号） 

 （実施期⽇） 

１ この改正規定は、令和８年４⽉１⽇から実施します。 

 （経過措置） 

２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料

金その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

３ この改正規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱い

については、なお従前のとおりとします。 

  （その他） 

４ ＮＳオ第00210363号（平成29年６⽉29⽇）の附則２を次のとおり改めます。 

２ この改正規定実施の際現に、改正前の規定により提供しているモバイルアクセス

サービスであって、種別がカテゴリーＬに係るもの（ＬＴＥに限ります。以下この附

則において同じとします。）に関する料金その他の提供条件については、なお従前の

とおりとします。 

 ５ ＮＳオ第00210363号（平成29年６⽉29⽇）の附則３の(3)を次のとおり改めます。 

(3) モバイルアクセスサービスの種別の変更（カテゴリーＬからカテゴリーＸへの変

更に限ります。この場合において、当社は変更後のコース区分の料金を、その変更の

承諾⽇を含む料金⽉の翌料金⽉から適用します。） 

 ６ ＮＳオ第00210363号（平成29年６⽉29⽇）の附則３の(4)を次のとおり改めます。 

(4) 付加機能（通信制御機能に係るものに限ります。）に係る利用の開始、変更又は

廃止 

 ７ ＮＳオ第00607161号（令和２年２⽉21⽇）の附則２及び３を削除します。 

 ８ ＣＮＳ１サ第00974227号（令和４年10⽉18⽇）の附則の表を次のとおり改めます。 

     区    分 アクセス方式  

     卸Ｘｉサービスを利用するもの ＬＴＥ  

  

 




